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１ 千葉県県土整備部臨時的任用職員について 

 

 千葉県県土整備部の本庁または出先機関で６ヶ月～１年の任期（採用時の任

期は６ヶ月。最長１年まで更新の可能性あり。）で従事します。 

 給与、勤務時間、休暇等の条件については、臨時的に任用される職員である

ため育児休業、自己啓発休業、修学部分休業等の一部の休業を取得できません

が、おおむね正規職員に準じます。 

 

 

２ 採用までの流れについて 

 

 応募書に履歴書及び資格免許等の写しを添えて、千葉県県土整備部県土整備

政策課人事班へちば電子申請サービス又は郵送等で提出してください。 

 応募締切後、１次考査として書面審査を実施します（応募書、履歴書及び保

有する資格免許等で判断します。）。 

 １次考査合格者に対しては、２次考査として配属予定所属において面接を 

実施します（２月中旬から２月下旬頃実施予定）。 

 ２次考査合格者（最終合格者）については、学歴に関する証明書、職歴に関

する証明書（職歴を有することの証明書）、住民票記載事項証明書、宣誓書を

配属予定所属に提出していただきます。 

 採用は、原則として令和８年４月１日の予定です。 

 

 



３ 考査職種、採用予定人員、応募資格等 

 

（１）応募資格等 

考査職種 

採用 

予定 

人員 

応募資格 職務内容等 

土木職 ６０名 

程度 

土木施工管理技士（１級

又は２級）の技術検定に

合格している者 

道路・河川等の公共施設整備

工事の設計・積算・施工管理、

公共施設の維持管理、都市整

備等の業務に従事します。 

建築職 ５名 

程度 

建築士（１級又は２級）

の免許を受けている者 

建築物等の許可・確認・検査、

公共施設の工事等の設計、監

督等の業務に従事します。 

電気職 ５名 

程度 

建築設備士の資格を有し

ている者又は電気主任技

術者免状（第１種から第

３種のいずれか）の交付

を受けている者 

施設設備の維持・管理・工事

の調査設計・施工監督等の業

務に従事します。 

機械職 ５名 

程度 

建築設備士の資格を有し

ている者 

施設設備の維持・管理、工事

の調査・設計・施工監督等の

業務に従事します。 

〔注〕採用予定人員については、変更になる場合があります。 

 

（２）次のいずれかに該当する者は、応募できません。 

 ア 日本の国籍を有しない者 

 イ 地方公務員法第１６条に定める欠格条項に該当する者 

  ・ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが  

なくなるまでの者 

  ・ 千葉県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

  ・ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

ウ 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者

（心神耗弱を原因とするもの以外） 

  



４ 申込方法 

 

ちば電子申

請サービス 

申込方法：「令和８年度千葉県臨時的任用職員（技術職）募集申込」

の申込みフォームに必要事項を入力の上、送信してくださ

い。(申込フォームへの入力及び顔写真の画像ファイルの登

録により、履歴書の提出は不要です。） 

受付期間：令和８年２月１３日（金）２３：５９まで 

郵 送 申込方法：応募書、履歴書（PC 作成可）及び資格免許等の写しを封筒

に入れ、特定記録郵便で千葉県県土整備部県土整備政策課

へ郵送してください（前記によらない場合の事故について

は、一切責任を負いません｡）。 

     また、封筒の表に「臨時的任用職員申込」と朱書きし、裏

面に住所、氏名を必ず記載してください。 

受付期間：令和８年２月１３日（金）まで＊当日消印有効 

持 参 申込方法：応募書、履歴書（PC 作成可）及び資格免許等の写しを千葉

県県土整備部県土整備政策課（県庁中庁舎４階）へ直接提

出してください。 

受付期間：令和８年２月１３日（金）まで 

＊土日祝日を除く。９：００～１７：００ 

 

 

５ 申込書提出先 

 

 千葉県 県土整備部 県土整備政策課 人事班 

 〒２６０－８６６７ 千葉市中央区市場町１－１（県庁中庁舎４階） 

 

 

６ 考査の方法 

 

（１）１次考査 

    応募書、履歴書及び資格免許等により書面審査を行います。 

（２）２次考査 

    １次考査の合格者に対して、配属予定所属において面接を実施します。 

 

  



７ 面接日、採用時期等 

 

 応募締切後、１次考査合格者に対して、配属予定所属、２次考査の日程等を

連絡します（２次考査は２月中旬から２月下旬頃を予定しています。）。 

 ２次考査合格者（最終合格者）には、意向確認後に、学歴に関する証明書、

職歴に関する証明書（職歴を有することの証明書）、住民票記載事項証明書、

宣誓書を配属予定所属に提出していただきます。 

 採用は原則として令和８年４月１日の予定です。 

 

 

８ 任期・給与・勤務時間・休暇 

 

＜任 期＞ 

 任期は６ヶ月ですが、最長１年まで任期を更新する可能性があります。 

 

＜給 与＞ 

 給与は、個々にその学歴・職歴・資格取得状況に応じて決定されます。 

【土木職】 

例１（大卒・民間勤務経験５年・２級土木施工管理技士） 

月額２７万円程度（地域手当含む）※ 

例２（大卒・民間勤務経験２０年・１級土木施工管理技士） 

月額２９万円程度（地域手当含む）※ 

【建築職】 

例１（大卒・民間勤務経験５年・２級建築士） 

月額２７万円程度（地域手当含む）※ 

例２（大卒・民間勤務経験２０年・１級建築士） 

月額２９万円程度（地域手当含む）※ 

【電気職・機械職】 

例１（大卒・民間勤務経験５年・３種電気主任技術者） 

月額２７万円程度（地域手当含む）※ 

例２（大卒・民間勤務経験２０年・２種又は１種電気主任技術者） 

月額２９万円程度（地域手当含む）※ 

例３（大卒・民間勤務経験２０年・建築設備士） 

月額２９万円程度（地域手当含む）※ 

 

 
※職歴の内容等により金額が異なる場合があります。 



給与のほか、通勤手当、住居手当、扶養手当、時間外勤務手当、期末・勤勉

手当等が、それぞれの支給要件に応じて支給されます（令和８年１月現在）。 

 

＜勤務時間＞ 

 １週につき３８時間４５分、１日７時間４５分（時差出勤制度あり） 

 

＜休 暇＞ 

 （年次休暇）任期に応じて付与されます（任期６ヶ月の場合１０日）。 

 （特別休暇）結婚、忌引等 

 

 

９ その他 

 

（１）配属予定所属は、千葉県県土整備部の各機関（本庁または出先機関）に

なります。 

（２）配属予定所属は住所地や職務経歴、面接結果等を踏まえ、県土整備部県

土整備政策課が決定します。 

（３）最終合格者には、各種書類を配属予定所属に提出していただきます。採

用関係書類において採用不適当と認められる場合は、採用されないことが

あります。 

（４）任用中は、地方公務員等共済組合法（昭和 37 年法律第 152 号）、厚生年

金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）及び地方公務員災害補償法（昭和 42

年法律第 121 号）が適用されます。 

（５）不合格又は採用辞退等の場合にも、提出された書類等は返却いたしませ

ん（千葉県の規程等に基づき適切に処理します）。 

 

 

10 この考査についての問い合わせ先 

 

 千葉県 県土整備部 県土整備政策課 人事班 

  ０４３－２２３－３３２３ 

 〒２６０－８６６７千葉市中央区市場町１－１（県庁中庁舎４階） 


